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  神崎町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本

計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法

律第６４号。以下「法」という。）第１９条に基づき、神崎町が策定する特定事業主行動

計画を平成２８年３月に策定しました。第１次行動計画の結果に基づき比較、分析を

行い第２次行動計画を策定します。 

 

 

 

 

第Ⅰ 計画の目的と期間 

 

（１） 計画の目的 

   

職員の仕事と子育ての両立及び地域の子育て環境の支援並びに女性職員の公

務における活躍を目的として、ニーズに即した支援対策を計画的かつ着実に推進す 

るとともに、性別等にかかわりなく働く職員の置かれた個々の事情に応じ多様な働き

方を選択できる職場環境を実現するために、第１次計画の結果内容を分析し、次のと

おり第２次計画へ繋げるための目標と取り組みを掲げるこの計画を策定します。 

 

 

（２） 第２次計画の期間 

 

  本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とします。 



第Ⅱ 計画の推進体制 

 

特定事業主行動計画推進委員会を設置し、必要に応じ計画の進捗状況や見直し

について検討します。 

本計画を効率的に推進するため、全職員へ研修・講習の開催及び情報の提供等

を庁内イントラ等において実施し、本計画の内容の周知を図ります。 

 

 

第Ⅲ 計画の内容 

 

（１） 職員の任用面について 

 ① 採用した職員に占める女性職員の割合 

    ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 

全  体 ３人 ３人 １人 ７人 ４人 

うち女性 ２人 １人 １人 ２人 ４人 

割  合 ６６．６％ ３３．３％ １００％ ２８．５％ １００％ 

 

 採用状況としては、年度によって男女比率の差が認められるものの、概ねバランス

の取れた採用状況であり、今後も引き続きバランスの良い男女構成比を目指してい

きます。 

 

 ② 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（令和２年度） 

 役   職 男   性 女   性 計 女性の割合 

課   長 ７人 １人 ８人 １２．５％ 

主   幹 １人 ０人 １人    ０％ 

 

 管理的地位にある女性職員の登用を行ったことにより女性比率は増加しましたが、 

低い状況となっています。 

  

【目標】 

 男女問わず引き続き職員研修に取り組みつつ、人事評価における評価結 

果も活用しながら役職付け女性職員の人材育成など底上げを図ります。今後、 

管理的地位にある職員全体の女性比率を２０％にすることを目指します。 

                       （目標達成年度  令和７年度） 



 ③ 係長以上の職員に占める女性職員の割合（令和２年度） 

役   職 男   性 女   性 計 女性の割合 

課   長 ７人 １人 ８人 １２．５％ 

主   幹 １人 ０人 １人 ０％ 

課長補佐 ４人 ２人 ６人 ３３．３％ 

係   長 ７人 ６人 １３人 ４６．２％ 

合   計 １９人 ９人 ２８人 ３２．１％ 

 

【目標】  

人事評価における評価結果も活用しながら現状比率を維持し、係長以上の 

職員全体の女性比率を３５％以上にすることを目指します。 

（目標達成年度  令和７年度） 

 

  

 

（２） 女性職員の意識啓発 

  将来の女性管理職（課長・主幹）へのステップとして、実務の中心的な役割を担う

課長補佐職への女性職員の登用の推進に努めます。 

女性職員のキャリアアップの意識を高める目的として、外部研修機関への派遣を

積極的に推進し、前向きにキャリアを積むためのスキル、マインドの醸成を図ります。 

 

 

 第Ⅳ 計画の推進のために 

 

  この計画の実施に当たっては、上記の目標に対する取り組みの進捗状況を適宜

確認しながら全庁的に女性職員の活躍を推進し、全ての職員が生き生きと働くことの

できる職場作りに努めます。 

 また、本計画は５年間の第１次計画、第２次計画と区分し策定するものとし、社会経

済情勢や女性の職業生活における活躍に関する状況の変化や行動計画の進捗を検

証しながら、必要がある場合は随時見直しを行うものとします。 


